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◆ ポスター作成

◆ パンフレット・リーフレット作成

◆ 経済産業局における家電リサイクルプラント見学会

経済産業省における周知・広報活動①

◆ いわゆる義務外品を始めとする廃棄のみの場面においては、家電リ
サイクル法等の適正なルートを知らないと、不用品回収業者など手近な
ルートへ排出される。

◆ これにより、不法投棄につながり、それが環境問題等につながること
が少なくないということを知り得て、驚いたとする結果が得られた。

廃棄のみの場面において、家電リサイクル法等の適切なルートを遵守
することの重要性について周知する必要がある。

従来の周知・広報活動
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消費者に対して実施したアンケート調査等（平成26年度）の結果から
以下のことが判明



① 動画「〈経済産業省〉３分アニメでわかる家電リサイクル法」を作成し、You 
Tubeにおいて動画配信（平成27年９月30日～）

② 経済産業省ＨＰに特設ページ「家電４品目の「正しい処分」早わかり！」を
掲載し、本動画もＵＰ（平成27年９月30日～）

③ 製造業者等・小売業者・引っ越し業者等の企業・団体、地方自治体等
のＨＰに経済産業省特設ページのＵＲＬを貼っていただくよう協力依頼

④ リスティング広告・ネットワークディスプレイ広告の実施し、約２万人を
経済産業省特設ページへ誘導（第１期：平成27年10月１日～、第２期：平成
28年２月（予定）～）
◇ リスティング広告

検索エンジンの窓に「テレビ」×「処分」など特定
のキーワードを入れて検索すると結果画面に文字広
告が表示される。
※ 広告表示：35万回想定、誘導：2,650人想定

◇ ネットワークディスプレイ広告
ネットワークで束ねられているWebサイト上の特定層

に向けて広告が表示される。
※ 広告表示：585万回を想定、誘導：17,500人想定

経済産業省における周知・広報活動②

平成27年度周知・広報活動
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経済産業省における周知・広報活動③
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◆ 経済産業省特設ページのキャラクターを使用して、消費者への周知・広報
活動を実施している例がある。 ・ 茨城県守谷市の住民向けチラシ

・ 大手家電流通協会の店内掲示用
ポスター

※ 各市町村における義務外品の回収体制のホームページと
経済産業省特設ページとの連携を図り、消費者への周知・
広報を図れるとより効果的


